
ふるさと納税を活用した事業の紹介 VOL.3
　このコーナーでは、全国の方々からいただいたふるさと納税（ふるさと応援基金）を活用した
事業について連載で紹介していきます。

地域応援商品券発行事業補助金
•�大崎町に住んでいる皆様お一人、おひとりに町内の
取扱加盟店で利用できる【大崎町地域応援商品券】を
10,000円分発行しました。
•�令和５年度では、大崎町地域応援商品券の取扱加盟店
に197店舗登録いただき、地域応援商品券を発行する
ことで、消費の喚起と町民の生活を応援することがで
きました。

令和5年度ふるさと応援基金を活用した金額　7,000万円

【お問い合わせ先】　環境政策課　☎476-1111　環境衛生係（内線161）、環境政策係（内線163）

おおさき
環境情報 Vol.12 リサイクル通信
環境政策課からリサイクルを中心としてエコな情報をお届けしてまいります。
今回は、紙おむつについてです。

●  10月から紙おむつをいつでも捨てることができます！
　紙おむつについては、これまで各自治会
の回収日に合わせて捨てていただいていま
したが、10月からいつでもおむつボックス
に捨てることができます。
　また、令和６年４月から９月までは紙お
むつ専用袋への移行期間として、一般ごみ
の袋（青袋）でも回収をおこなっていました
が、10月からは専用袋のみの回収となって
おります。ご家庭で紙おむつを利用される
方に関しては、改めてご協力いただきます
ようよろしくお願いいたします。

今回は、
紙おむつ
について

紙おむつ
（紙パンツ）

入れたら駄目なモノ

大崎町・大崎町衛生自治会

新聞紙（印刷された紙）
ペット用紙おむつ・シート
生理用品、ゴム手袋等

専用指定袋
・収集日の朝８時までに指定場所に出してください。
・氏名は必ず記入（裏面でも可）して出してください。

袋の口はしっかりと結んでください。

紙おむつ専用袋 ●入れていいもの
・人の紙おむつ
・尿取りパッド
・ウエットティッシュ
※ 汚物はできる限り取り

除いてください。

●入れては駄目なもの
・新聞紙
・ゴム手袋
・ティッシュ
・ペット用おむつ
・衛生用品　　など
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